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→ 御要望の件について、教育委員会に問い合わせたところ「『大洲市スクールバス管理運行規則第３条
の第１項及び第２項』（webでも閲覧可）に該当にしないので、現時点では通学バスへの変更はできま
せん」との回答を頂きました。自転車通学の安全面に関して、地域やPTAによる見守り活動をはじめ、
生徒への交通安全教室や日々の通学指導を継続的に実施していきたいと考えています。つきまして
は、保護者の皆さまにも引き続きご協力を賜りますようお願い申し上げます。

→ 本校の部活動運営や教職員の指導にご理解とご協力を賜り、ありがとうございます。
部活動の指導においては、顧問が必ずしも専門的な知識や技能を十分に有しているわけではない場合
もございますが、教職員一同、日々研鑽を積み、指導をより良いものにするよう努めております。ま
た、礼儀や言葉遣いなど、社会に出た際に必要とされる基本的なマナーについては、専門的な技術の
指導に限らず、日々の活動の中で身に付けていける大切な内容であると考え、指導に力を入れており
ます。ご意見を大切にしながら、お子様の成長につながる指導や支援に尽力してまいりますので、今
後ともご理解とご協力を賜りますようお願い申し上げます。

 

保護者からの意見

保護者からの意見内容（→学校の対応）

1

大和地区の生徒の通学方法をバスに変更して欲しい。

2

○高校に繋がるような活発な活動を期待しています。
○（地域移行で外部のクラブ活動する子供も多く）先生のご指導や活動内容も大変になっている事と思います。今後
も人数が少ない中でも一人一人の技術向上としっかりあいさつや、言葉遣い、先輩への態度などもご指導頂ければと
思います。


